
◆「条例の基本的な考え、基本姿勢を表す「基本理念」◆ 

①男女の人権の尊重 

 

②社会における制度又は慣行について
の配慮  

③政策等の立案及び決定 
への平等参加 

④家庭生活における活動と
他の活動の両立 

⑤性と生殖に関する健康と権利 
 

⑥国際的協調 

⑦あらゆる暴力の根絶 ⑧就業の場における男女 
の平等の推進 

男女平等参画社会
を実現するための

８本の柱 
 

第３条 

 

 

「男女平等参画」って？ 

★愛称は「男女いきいき参画条例」です★ 
男女がお互いに支えあいながら、さまざまな取り組みを進め、男女がともにいきいき暮らし

ていける社会の実現を目指す、という条例の目的をわかりやすく表現する「男女いきいき参画
条例」を愛称といたします。

◆「市」「市民」「事業者等」「教育に携わる者」の責務◆ 

 
 

◆性別による権利侵害の禁止◆ 

①性別を理由とする差別的な取扱い 
②ドメスティック・バイオレンス（※注１） 
③セクシュアル・ハラスメント（※注２） 
④その他性別に起因すると認められる暴力行為等

◆情報を公表する際の留意◆
 

第４～７条

市の責務 
●基本理念に基づき、男女平等参画の推進に関
する施策（積極的改善措置を含む）を総合的
計画的に実施すると共に、その他の施策につ
いても男女平等参画の原点に立って実施しな
ければならない。 

●男女平等参画の推進に当たり、市民、事業者
等、教育関係者、国及び他の地方公共団体と
の連携及び協力を図らなければならない。

市民の責務 
●職場、学校、地域、家庭その他の社会
のあらゆる分野において、基本理念に
基づき、男女平等参画を推進するよう
に努めなければならない。 

●市が実施する男女平等参画の推進に関
する施策に協力するように努めなけれ
ばならない。 

事業者等の責務 
●基本理念に基づき、その事業活動において、
男女平等参画を積極的に推進するとともに、
当該事業における活動と家庭生活を含むその
他の活動等を両立して行うことができる事業
環境を整備するよう努めなければならない。 

●市が実施する男女平等参画の推進に関する施
策に積極的に協力するよう努めなければなら
ない。 

教育に携わる者の責務 
●教育活動において、男女平等参画社会
についての理解を促し、伝えていくよ
う努めなければならない。 

第８条 

第９条


